
 

提  言 

 

 

 私たちは、2017 年４月に予定されている消費税率 10％への引き上げに際し、出版

文化に軽減税率を適用することを求めます。 

  

 現在、生活必需品である食料品への軽減税率適用が検討されております。食が「身

体の糧」であるのと同様に、書籍・雑誌等の出版物は「心の糧」であり、生きていく

上で欠かせない必需品です。わけても子どもたちにとって読書体験は人格形成の基本

を構築していく上で不可欠なものです。加えて、出版物は健全な民主社会を構成する

ための知的インフラであり、知力、技術力、国際競争力の源でもあります。 

 ヨーロッパの国々や多くの先進国では、出版物に軽減税率が適用されています（イ

ギリスでは税率ゼロ）。各国は、出版物をその国の文化の持続的発展や国民の知的水準

を維持・向上させる上で必要な存在と位置づけ、国民が容易にかつ低価格で手に入れ

ることが可能なように制度として保障しているのです。 

 

 憲法 25 条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る」と規定されています。最低限度の健康的な生活に食料品が不可欠であるように、

出版物は最低限度の文化的生活に必要不可欠です。 

 出版物への軽減税率適用は、必ず実現すべきものと考えます。  

 

 

2015 年４月 22 日 

出版文化に軽減税率適用を求める有識者会議 

 

 

  



2015 年 4 月 22 日 

 

出版文化に軽減税率適用を求める有識者会議 

委員名簿 
 

【有識者委員】 

＜作家、ジャーナリスト＞ 

浅田 次郎（日本ペンクラブ会長） 

内館 牧子 

姜 尚中  

樹林 伸 

里中 満智子 

篠 弘（日本文藝家協会理事長） 

田原 総一朗 

弘兼 憲史 

村山 由佳 

柳田 邦男 

 

＜学識者＞ 

片山 等（国士舘大学法学部教授、出版ゾーニング委員会委員長）  

曽我部 真裕（京都大学大学院法学研究科教授） 

山田 健太（専修大学文学部教授） 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

 

 

【出版団体委員】 

相賀 昌宏（日本書籍出版協会理事長） 

石﨑 孟（日本雑誌協会理事長）※代理：堀内 丸恵（雑協理事、集英社社長） 

小峰 紀雄（読書推進運動協議会会長） 

肥田 美代子（出版文化産業振興財団理事長） 

藤井 武彦（日本出版取次協会会長）※代理：平林 彰（日本出版販売社長） 

舩坂 良雄（日本書店商業組合連合会会長） 

 

 

 

以上 19 名、敬称略 

 


